
２００５．５．２４ 柏木 昇 試案 

作業部会による法令の翻訳について 

 

１ 基本法

 ・民法財産編（７２４条）法務省 

 ・刑法（２６４条）法務省 

 

２ 知的財産関係法

 ・特許法（２０４条）経産省 

 ・商標法（８５条）経産省 

 ・不正競争防止法（１２条）経産省 

 ・著作権法（１２４条）文科省（既存翻訳の利用可） 

 ・種苗法（６２条）農水省（既存翻訳の利用可） 

 

３ 経済関係法

 ・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（１００条）公取委（既存翻訳の利用可） 

 ・製造物責任法（６条）内閣府（既存翻訳の利用可） 

 ・消費者契約法（１２条）内閣府（既存翻訳の利用可） 

 

４ 行政手続関係法

 ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律（２７条）総務省（既存翻訳の利用可） 

 ・行政手続法（３８条）総務省（既存翻訳の利用可） 

 

５ 労働関係法

 ・労働基準法（１２１条）厚労省（既存翻訳の利用可） 
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